
 

 

 

 

 

売買春に係る規制の在り方検討会 

（第２回） 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和８年４月７日（火）   自 午前１０時００分 

                      至 午後 ０時０１分 

 

第２ 場 所  法務省大会議室 

 

第３ 議 題  １ ヒアリング 

        ２ その他 

 

第４ 議 事 （次のとおり） 
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議        事 

 

○栗原参事官 ただ今から、売買春に係る規制の在り方検討会の第２回会議を開催いたします。 

○北川座長 本日は、皆様、御多用中のところ、御出席くださり、誠にありがとうございます。 

  本日、吉田審議官は、公務のため御欠席と伺っております。 

  それでは、まず、事務当局から、本日お配りした資料についての御説明を頂きます。 

○栗原参事官 本日は、ヒアリング関係の資料として、ヒアリング出席者名簿、ヒアリング出

席者の説明資料をお配りしております。 

○北川座長 それでは、議事に入りたいと思います。 

  第１回会議で申し上げたとおり、本日は、ヒアリングを行うこととします。 

  本検討会のヒアリングについては、第１回会議における委員の皆様の御意見を踏まえて検

討した結果、売買春に係る規制に関する実情等について様々な立場の方々からお話を伺い、

今後の検討を充実したものとするため、本日と次回会議の２回に分けて行うのが適当では

ないかと考えております。その上で、本日のヒアリングの対象者については、委員の皆様

の御意見を踏まえ、私の方で、ヒアリング出席者名簿に記載されている２組５名の方々を

選定いたしました。ヒアリングについては、先ほど申し上げましたように、本日と次回会

議の２回に分けて実施することとし、また、本日は、出席者名簿に記載の方々からヒアリ

ングを行うことでよろしいでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○北川座長 ありがとうございます。本日の進行としては、ヒアリング出席者名簿に記載の順

に、１組ずつ、２０分程度お話を伺った後に、１５分程度質疑応答の時間を設けるという

流れで進めさせていただきます。 

  それでは、始めたいと思います。１組目の方は、「ＮＰＯ法人ぱっぷす」の金尻カズナ様、

内田絵梨様、岡恵様、そして、Ａ様です。 

  なお、Ａ様におかれましては、プライバシー保護等の観点から、本日のヒアリングには匿

名で御出席いただいております。 

  座長を務めております北川です。本日は、御多用中のところ、ヒアリングに御協力いただ

き、誠にありがとうございます。 

  まず、「ＮＰＯ法人ぱっぷす」の皆様から２０分程度お話を伺い、その後、１５分程度、

委員の方から質問があれば御回答いただきたいと思います。 
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  それでは、どうぞお願いいたします。 

○内田氏 本日は、このような機会を頂きまして、誠にありがとうございます。「ＮＰＯ法人

ぱっぷす」です。売春防止法の改正を御検討いただくに当たり、まずは、「ぱっぷす」が

日々現場で見ている現実と、そこから見えてくる課題について御説明させていただきます。

なお、本日お配りした資料にはプライバシー情報が含まれておりますので、ヒアリング資

料の一部の記載及び別紙資料については非公表としていただければと思います。 

  まず、喫緊の課題としてお伝えしたいのが、訪日外国人による買春の増加です。売買春を

めぐる問題は、これまで国内の問題として捉えがちでしたが、現在は、ＳＮＳや動画配信

の影響もあり、国境を越えて広がる社会課題になってきていると感じております。 

  別紙資料を御覧いただけますでしょうか。この資料の現場の写真や記録にあるとおり、大

久保公園周辺では外国人観光客による買春行為が日常的に見られている状況です。「ぱっ

ぷす」では、年間約１５０日、週３回の頻度で歌舞伎町を巡回しておりまして、主に１０

代から２０代の女性に声を掛けながら関係性を築き、相談支援や夜間の居場所の提供など

を行っております。その活動の中で、買春者が日常的に女性に声を掛ける様子や、外国人

観光客が翻訳アプリを使って交渉し、ホテルに入っていく姿、また、大久保パークを目的

とした観光ツアーも組まれている実態を確認しております。 

  さらに、「ＴＡＣＨＩＮＢＯ」や「Ｏｋｕｂｏ Ｐａｒｋ」といった言葉がＳＮＳで拡散

されており、日本では路上で女性と交渉すれば性行為ができる、あるいは実質的に容認さ

れているかのような誤った認識が今広まっています。実際には、売買春は売春防止法によ

って禁止されており、勧誘等には罰則がありますが、現場では買春者が処罰されないこと

がほとんどです。そのため、国外から見たときに、お金を払えば性行為ができる場所とい

う誤ったイメージが強化されてしまっていると、現場としては感じています。その結果、

需要が流入し、現場の状況が更に悪化してしまうという循環が生まれています。 

  では、なぜこのような状況が生まれているのか。私たちは、その背景に、売る側と買う側

の非対称性があると考えております。 

  まず、売る側の女性たちの置かれている状況です。ヒアリング資料の４ページ以下に、事

例を書いています。私たちが現場で出会う方の多くは１０代後半から２０代前半で、中に

は未成年の方もいらっしゃいます。虐待、貧困、家庭環境の不安さ、ホストクラブの売掛

金、孤立、精神的な不調など、複数の困難を抱えているケースがほとんどです。話を聞い

ていくと、自分で選んだというよりも、その時点でほかに現実的な選択肢がなかった状況
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に置かれていたことが見えていくことが多くあります。安心して眠る場所がない、今日の

食事がない、そういった切迫した状況の中で、その場を乗り切るための手段として性を売

らざるを得ないという現実があります。 

  一方で、買う側はどうかといいますと、ヒアリング資料の６ページにあるとおり、そもそ

も安定した収入や住まいを持ち、生活基盤が確保されている場合が多く、その上、「幾

ら？」「ホテル行かない？」と条件を提示して、応じなければ別の相手を探すこともでき

ます。一見すると合意に基づく取引に見えるような関係だったとしても、実際には、売る

側と買う側とでは、選択肢の幅や立場に大きな差があります。その場で応じなければ今日

の寝る場所がないという状況の中での合意は、決して対等なものとはいえないと感じてい

ます。 

  そして、この関係性には法的な非対称性もあります。現行の制度では、売る側の女性が取

締りの対象として前面に出やすい一方で、買う側の男性が法的に責任を問われる可能性は

極めて低いです。この構造が、結果として需要を支えて、問題を繰り返し生み出している

と考えています。 

  具体的な事例として、ヒアリング資料８ページの「１－７」の事例Ａを御覧ください。こ

の方は、虐待を受けて育ち、家を出ざるを得ず、住所や身分証もない状態で生活基盤を失

い、性を売らざるを得ない状況に置かれておりました。そんな中、ホストから売上や生活

を管理される、同棲営業というものをかけられて、ホストクラブに多大な支払いを続ける

ようになります。そして、最終的に客待ち行為で逮捕されてしまいました。一方で、その

構造を作っていたホストや関係者については処罰が確認されておりません。同じ構造の中

にいながら、より脆弱な立場の人だけが問題の主体として表に出てしまう、そういった偏

りがあると感じています。 

  ヒアリング資料６ページの「１－５」の事例５を御覧ください。家庭内の虐待から逃げて

歌舞伎町に来たものの、所持金はほとんどなく、安心して眠れる場所もない状況でした。

その時声を掛けてきた男性から、「御飯食べさせてあげるよ。お金あげるよ。」と言われ

て、ホテルに行くことになります。この事例が示しているのは、やり取りされているのが

単なる性行為ではなくて、生きていくために必要なものと引き換えにした関係であるとい

うことです。つまり、需要の側は、選択の自由に対価を払っているというよりも、ほかに

選択肢のない状況に置かれた人、すなわち脆弱性に対してお金を提示して、関係を成立さ

せています。 



 

-4- 

  この非対称性は、取締りや相談をする場面でも見られます。ヒアリング資料９ページの事

例Ｃを御覧ください。例えば、大久保公園周辺では、警察が来ると、女性たちは一斉に、

捕まると思って走ってその場から逃げるんですね。一方で、買っている男性たちはその場

合に笑いながらとどまって、時には彼女たちが走って逃げる様子を撮影して、ＳＮＳにア

ップしたりすることもあります。このように、同じ場所にいても、逃げる側と残れる側が

明確に分かれているんです。また、事例Ｄのように、暴力や脅しなどの被害があっても、

女性側は、自分が捕まるかもしれないという不安から警察に相談できないケースも多々あ

ります。実際に、怖くて相談できなかったという声を何度も聞いてきました。その結果、

被害が表に出ず、支援にもつながらず、同じ環境にとどまり続けるという状況が繰り返さ

れています。 

  以上を踏まえますと、この問題は、個人の選択や意思の問題というよりも、需要の側に対

する抑止が十分ではない制度の構造の中で再生産されている社会問題だと考えています。

現在の制度は、脆弱な立場にある女性を可視化し、取締りの対象としやすい一方で、その

ような脆弱性につけ込んで成立している買う側に十分な抑止が働いているとはいえません。

その結果、売る側のみが摘発や報道、生活基盤の喪失といった不利益を受け、買う側は大

きな法的・社会的責任を問われることなく、何度でも何度でも買い続けることが可能にな

ります。こうした構造を踏まえた上で、売春防止法の改正について御提案させていただき

たいと考えております。 

○金尻氏 社会的基盤を持つ側が、基盤を持てないほど脆弱な立場に置かれた人の性を買うと

いう構造に問題があります。買う側の需要があり、仲介者はそれをつなぎ、そして、売る

側の貧困や虐待、孤立が利用される。このような構造を変えない限り性的搾取はなくなり

ません。今必要なのは、脆弱な立場にある人を更に罰するのではなくて、その人たちを支

援につなぎ、需要と搾取の構造の側の責任をきちんと問うことです。 

  では、この構造をどう変えていくのか、具体的な法改正の立て付けと、これからの道筋に

関する提言について御説明します。「ぱっぷす」では、以下の５つの柱に基づく法改正を

提案したいと考えております。ヒアリング資料の１８ページを御覧ください。 

  第１に、法の目的又は保護法益の転換です。現行法の「善良な風俗の維持」から、「個人

の人格的自由の尊重」及び「脆弱な立場にある者に対する搾取の防止」へと保護法益を再

定義していかなければいけません。対価を支払って他者の性を買う行為は、相手の人格を

手段化するものであって、それ自体が人格的利益の侵害と考えます。令和５年の不同意性
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交等罪などの刑法改正により、人としての尊厳と人格を中核とする法体系へと大きく前進

しました。売春防止法も、この流れに合わせる必要があると考えています。保護法益を転

換しない限り、個別条文を幾ら修正しても、法全体の方向性は変わりません。 

  第２に、「売春をする行為」の非犯罪化と支援への転換です。第５条の売春目的での勧誘

罪は、廃止又は大幅な縮減をして、福祉的な支援に接続することを原則とします。ただし、

他者の生活の平穏や人格的利益を具体的に侵害するような働き掛けがある場合に限って規

制を残しておきます。 

  第３は、本提言の核心である、買春行為に対する刑事規制の導入です。まず、買春の勧誘

行為、すなわち、路上やＳＮＳでの声掛けには罰金刑などを科し、再犯は加重します。さ

らに、買春行為については、搾取性や侵害性の高い、「脆弱性利用型」、「若年者対象

型」、「優越的地位・支配利用型」といった加重類型には刑事罰を科します。こうやって

２層構造にすることで、いわゆる比例原則にも沿っていくことができます。 

  第４に、性の売買を媒介・管理する行為や、債務によって性売買を強いる行為に対する罰

則の強化が必要だと考えます。 

  第５に、法の名称を「売春・買春防止法」又は「性売買防止法」などに改正することで、

買う側も法の対象であるということを示していく必要があると考えます。 

  ただ、ヒアリング資料１９ページの「３－４」にも書いているとおり、率直に申し上げる

と、全面的な目的規定の改正、あるいは、保護法益のいきなりの転換は、国民的な議論を

要するところで、議論が膠着するおそれもあると私たちは感じています。ただし、フラン

スの２０１６年法などの先例もありますし、また、女性支援新法も、矯正から支援への転

換を図るものであり、そういった形で法技術的なモデルは既に存在しています。 

  その上で、被害救済に直結する部分から段階的に積み上げるアプローチをしていく必要が

あると思います。まずは買春の勧誘行為の処罰化です。御承知のとおり、第５条は売る側

の勧誘のみを処罰していますが、買う側の勧誘を処罰することは法技術的にも十分可能だ

と考えていますし、それが需要の最初の抑止力となると考えています。 

  また、ヒアリング資料２６ページにあるように、懸念として、刑法のいわゆる謙抑性に関

しての考え方があります。刑罰は最後の手段であるべきだという考え方、いわゆる謙抑性

が持ち出されることが十分想定されると思います。しかし、売春防止法は、７０年間、罰

則以外の方法で需要の抑制を試みて、いずれも功を奏しなかったわけです。日本の法体系

は、既に、例えば売血など対価が伴う身体的な取引は、同意があっても認めないという立
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場を採っています。ただ性だけがその例外とされ続ける合理的な理由はないと考えていま

す。実際、路上で歩いていると、どこの国か分からない方が、私にも、「ヘイ、ベイビー、

ハウマッチ？」と言って売春を持ち掛けてきます。今、この国の在り方が問われているの

ではないかと感じています。 

  そもそも現行法では、第５条で、売る側の勧誘には罰則が定められています。被害を受け

る側には罰則を定めておきながら、加害する側には罰則を定めることに慎重であるという

のは、違うと思います。問われるのは、罰則を使うか使わないかではなくて、その方向性

が正しいかどうかということです。ヒアリング資料には、改正の詳細な条文イメージや、

想定される懸念の検討、海外の具体的な立法事例などもまとめておりますので、御参照く

ださい。 

  売春防止法は、制定からちょうど７０年です。大久保公園における性の売買は、今、１回

当たり１万５，０００円なんですね。米ドルでいうと９３ドルで、海外の相場の半分なん

です。日本は１００ドルで女の子が買えて、おつりが戻ってくる国と見られているわけで

す。現場で見る買春者は、もちろん日本人の方もいらっしゃいますが、欧米であったり、

アジアであったり、中東、アフリカ、あらゆる地域の人たちが来ています。世界中から需

要が流れ込もうとしているところなんです。これは観光の問題ではなくて、この国の主権

と尊厳の問題であると感じています。このまま何もしなければ、手遅れになってしまいま

す。既に手遅れになりかけている。国際社会に向けても、日本が本気で向き合っていると

いう姿勢を法律の形で示す必要があると考えております。 

○Ａ氏 私自身、１４歳の時から性を売らざるを得ない状況で生きていました。私が性売買に

入ったきっかけは、ＳＮＳで知り合った男性から、「お金をあげるから。」と声を掛けら

れたことでした。当時の私は、親からの全ての虐待、学校でのいじめを経験し、初めて言

葉にできた思いは、「死にたい。」でした。父親からの性的虐待もありましたし、お小遣

いもなく、親の機嫌がいいときにしか御飯を食べられない日々。母親からは、「産まなき

ゃよかった。」と言われていました。 

  そのＳＮＳで声を掛けてくれた買春者が、私を初めて見つけてくれたと思い、すごい助け

に見えました。１４歳の時から夜の街をさまよい、時には非常階段で寝たこともありまし

た。家の鍵も持っていなかったので、物理的にも家に帰れず、困り果てたときは１１０番

をして家に帰っていました。その際、警察から、「何があったの？」という一言もありま

せんでした。私は、買春者から声を掛けられ、買われることでしか、今日寝る場所を確保
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できなかったのです。親に暴力を振るわれるより、体目的だと分かっている買春者がまし

に見えました。そんな私を児童相談所は非行少女として扱いました。その後、私は約１０

年間、性売買を経験しました。抜け出すこともすごく大変でしたし、性暴力被害のトラウ

マの再演だったと今なら分かります。 

  私が今、買春処罰を求めるのは、私がかつて経験した実態と２０２６年の今が余りにも同

じだからです。買われることは全ての女性に対する暴力であり、搾取です。「ぱっぷす」

では１５０日、歌舞伎町でアウトリーチを実施しました。見てきたのは、買春者が堂々と

女性に声を掛け、時には外国人観光客が翻訳アプリを使って女性に声を掛け、ホテルに入

っていく姿です。外国人観光客に殴られ、あざだらけになった２０代前半の女性。買春者

とのトラブルに巻き込まれ、「見て、爪折られた。」と血まみれの指を見せる１０代後半

の女性。「殴られて交番に行ったけれども、警察はやる気なさそうで、こっちも売春して

いるから諦めた。」と言った２０代前半の女性。「親が厳しくてバイトできなくて、でも

進学したくて、調べて来たのがここだった。」と言った１０代半ばの女性。「調子乗って

る、捕まらないから。女の子って泣き寝入りするしかないじゃん、何されても。」と言っ

た１０代後半の女性。これらは半年以内、中には先週聞いた声も含まれています。 

  こうした声からも分かるように、買春は必ず暴力とセットです。買う側はお金を払い、性

暴力を振るっているのです。その上に、身体的暴力や性行為の撮影、性的動画の拡散とい

う更なる加害をしています。お金を払ったことで、自分の中で性暴力加害をなかったこと

にしています。ＳＮＳや町の中にあるカフェ、路上で女性に声を掛ける性風俗へのあっせ

ん、ホストやメンズ地下アイドル、コンセプトカフェの推し、ＡＶ、自分は直接買わない

が、女性を性を売らざるを得ない状況に追い込む業者たち。現行法の場合、女性は買春者

から暴力を振るわれても警察へ通報はできません。これは自己責任ではないのです。買春

処罰が日本で導入されることで、買春の現場での暴力が可視化されると思っています。 

  自分で選んだと言う方もいます。私もかつてはそうでした。でも、そうではありません。

女性たちのほとんどは、親からの虐待や性暴力被害、学校でのいじめ、貧困などを経験し、

生きるために性を売らざるを得ない状況に追い込まれています。しかし、児童の場合は非

行、１８歳以上の場合は逮捕という形で、更に女性たちを追い詰めています。その中で更

に不自然だと思うのは、児童買春に対しては処罰がありますが、買春に処罰がないことで

す。性売買は年齢では区切れません。女性支援新法が施行され、更生保護から、支援・女

性の人権尊重へ目的が変わりました。その次の段階として、ぜひ買春処罰を実現してくだ
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さい。 

○北川座長 ありがとうございました。 

  それでは、次に委員の皆様から、御質問をお伺いしたいと思います。御質問のある方はい

らっしゃいますか。 

○大橋委員 本日は、貴重なお話をお聞かせいただきまして、どうもありがとうございました。

政策提言として挙げておられる、性を売らざるを得ない側を支援の対象とするというとこ

ろについて、御質問させていただきます。 

  本日のお話と、ヒアリング資料の７ページを拝見しますと、「ぱっぷす」さんの方でされ

ていることは、居場所の提供、精神的な支援、就労の支援、金銭管理といった包括的な福

祉的な支援と受け止めております。その上で、ヒアリング資料の２０ページ、２１ページ

を拝見しますと、当事者の状況と意思に応じて様々な支援の在り方があるといったことが

書かれています。先ほど、なかなか抜け出せないという実態があるといったお話もありま

したが、一般的に、福祉的な支援は、当事者が支援を求めないと実現できないところがあ

ろうかと思います。そういった観点で、どういった事柄が支援を難しくする要素になって

いるのか、また、一般的に、どういったところに支援のゴールを設定されているのかとい

う点についてお聞かせいただければと思います。 

○岡氏 「ぱっぷす」はソーシャルワーカーの団体ですから、まず、アウトリーチで知り合っ

た女性、それから、カフェもありますので、そこに来た女性で、今日帰るところがない女

性に対してシェルターを提供しています。シェルターの目的は、行政につながっていない、

行政につながることができずにきた方たちが行政につながることができる、そして、地域

で自立した生活を送れるようになるための準備をする場所という位置付けです。利用者さ

んの背景に大きく共通していると思うのが、皆、「昼」と「夜」とを分けて話すのですが、

「昼」で何かしらの排斥、排除された経験をしていることです。それには、虐待であった

り、いじめであったり、障害であったり、そういった生きづらさから、なかなか人とコミ

ュニケーションをとることが難しいという背景があって、行政につながるというのは、自

分を排他し、排除した「昼」に戻るということなんです。彼女たちにとって、行政という

のは「昼」の人たちで、過去に、その「昼」の人たちから排斥されて、「夜」に立ってい

るんですね。なので、また、自分をこの場所に立たせた人たちのところに戻るというのは、

三日三晩でできるような話ではないんです。まずは社会にも居場所があることを知っても

らうところから始まるんです。行政につながって助けを求めてもいいんだということを知
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ってもらうところから始まります。 

  しかし、過去の暴力などの経験や、警察に捕まって自分は犯罪者として見られているとい

う考えから、自分は助けを求めるに値しない、自分は「昼」では価値がないという意識が

作られている方もとても多く見ています。その一方で、「夜」では、君は体を売ることで

しか価値はないんだ、ここで体を売ることもできない、ここで価値も認められないお前は、

「昼」に行ってもそんな仕事なんかできるわけないだろうと、そういうふうに扱われてい

るんです。なので、シェルターに来ても、やはり自分はここでは駄目だと言って、「夜」

にまた戻る、そしてまたシェルターに戻ってくるということの繰り返しなんです。本当に

ＤＶ支援と近しいところがあります。そこから、例えば警察や市役所、区役所に同行する

中で、「昼」の人と関われるという経験を重ねていって、その経験の獲得から、徐々に、

たどっていくところは人それぞれですが、例えば、精神障害のある方でしたらグループホ

ームであったり、無料低額宿泊所につないで、そこからどのように地域で自立した生活を

送れるか、そういう支援を行っています。 

  逮捕された経験のある方ですと、自分は「昼」の人からすると犯罪者であって雇ってもら

えない存在、という考えが作られてしまっています。警察も、逮捕された時点で家がない

と分かっているのに、捕まえた後、そのまままた歌舞伎町の路上に放つということの繰り

返しになっています。ヒアリング資料に具体的にいろいろ事例を書いていますが、支援の

現場はそういった状況です。 

  先ほど、コミュニケーションをとるのが難しいというお話もしましたが、就労するにして

も、生活保護を受給しに行くにも、そのための資料が難しいという方はとても多いです。

行政の職員の方と話すのも難しいという方もとても多くいます。そういう方たちが路上で

買春者と交渉ができるでしょうか。実際は、暴力を受けるほかないんです。それが今の法

体系が作ってしまっている現状であると、支援の現場では思っています。 

○大橋委員 先ほどのお話の中でも、非常に若年の方、未成年者の方も性売買の当事者になっ

ておられるというお話があったかと思います。制度の立て付けとしては、児童だと、児童

買春の被害児童ということになったり、児童相談所の保護の対象ということになっている

かと思います。 

  そこでお尋ねしたいのですが、児童買春の規制があるにもかかわらず、未成年者が性売買

をすることは現実には余り支障がないのか、あるいは児童買春を行った者が検挙されてい

るような例があるのか。検挙された場合には、捜査協力が当事者の方の負担になっていな
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いのか、また、検挙を契機に児童相談所に保護されることを当事者の方はどう受け止めて

おられるのかといったあたりの実情について、お聞かせいただければと思います。 

○Ａ氏 私の場合は、実は、児童買春等禁止法で、相手が逮捕されかけたものの、不起訴にな

ってしまったという現実があります。児童相談所は、御存じの方もいらっしゃると思いま

すが、ゼロ歳児とか乳幼児の対応や児童虐待の対応で手一杯になっていて、性売買をして

いる女性に対しては、トラウマケアとかではなく更生という観点で見てしまいます。私の

場合も、１５歳から１８歳までの間に４回児童相談所に保護されましたが、全て非行とい

う形で保護をされて、児童自立支援施設にも入所しました。なので、私自身も、児童相談

所は敵だ、この人たちは話を聞いてくれないと思っていました。ケースワーカーも、最初

のインテークの時点で、「何で家出するの？」と聞いてくれたんですが、私は言葉を持っ

ていないので、「いや、父親がああいうことするから。」と言ったものの、「ああいうこ

とって何？」と言われてしまって、それ以上言葉が出なかった。暴力が日常的にあると、

それが当たり前だと思っていて、父親は暴力を振るうものだと思っているので、それを言

葉にできないという実態があります。今関わっている子たちも、児童相談所に保護された

としても当日に帰ってきたり、児童相談所に絶対に行きたくないという感じです。髪の黒

染めが強要されたり、外に出られない、スマホが使えないといった現状があるので、児童

相談所は当事者からすると頼りにできないと思っているのかなと思います。 

○内田氏 児童の方で、児童相談所による保護につながるというケースもあるにはあります。

警察の方も、児童を保護しようという思いでいろいろな方に声を掛けてくださっていると

いうのはあるんですが、ただ、先ほど岡からお話しさせていただきましたし、事例１から

４を見ていただいても分かるかなと思いますが、彼女たちも、「昼」の世界、つまり、学

校や家庭の中で、いろいろな排斥経験があると思います。児童相談所につながっても、全

てが敵のように見えてしまって、逃げ出してしまうんですね。人はいろいろな経験をして

学ぶ生き物だとは思っているんですが、実際、児童相談所は、保護した小学生、中学生の

お子さんが歌舞伎町の子だと分かると、１日で親元にリリースしてしまうという現状もあ

ります。 

○櫻井委員 今日は、貴重なお話をありがとうございました。私自身もこれまで支援に携わっ

てきて、性を売る人たちは、例えば、トラウマを抱えているとか、経済的な困窮があると

本当に感じています。その上で、あえてお聞きしたいのですが、他方で、アウトリーチ活

動の中で、例えば、自律的に性を売る仕事をしている方たちに出会うことはあるのでしょ
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うか。 

○岡氏 「自律的に」というのはどういう意味でしょうか。 

○櫻井委員 例えば、トラウマによってとか、経済的な困窮があってという理由ではなくて、

あえてこの仕事を選んでいるということです。そこの境目ってすごく難しいとは思うので

すが。 

○金尻氏 お答えできる範囲でお答えいたします。確かにいらっしゃいますが、コミュニケー

ションが取れない方など、社会から見ると非常に生きづらさを抱えている方でもあります。

そうした方々について、「それを自ら選んでいるのか」という点は、私は非常に難しい問

題だと感じています。形式上は選択しているように見える場合でも、実際には選択肢が極

めて限られている状況になっていることが多いのではないかと思います。 

○岡氏 例えば、自分は選んでこれをしているんだと言う方はいらっしゃるんですが、どうし

てそれを選んでやっているのかについて、その方が何と言ったかというと、「初めて性的

に見てもらえた。初めて女性として見てもらえた。」と言ったんです。どういうことかと

いうと、その方は、私たちとつながってから初めて精神科の病院を受診することができて、

そこで療育手帳を得たんですが、それまでは普通の学校に通っていたけれども、話すこと

がとても難しい方で、学校ではずっと障害者と言われていたそうです。自分で言葉をうま

く話せないから、わっと攻撃的に言ってしまうんです。それで、それまで行政ともなかな

かつながることができませんでした。親御さんは、障害者を産みやがってと家族から言わ

れるのが怖くて病院に連れて行けなかったそうです。生涯を通してずっと障害者とか気持

ち悪いとかと言われて、風俗店に行って初めて女として見られた、買春者にお金で買われ

ることによって、自分は初めて女として見られたと話していました。 

  確かに、その方は、「私は自分で選んでこれを職業としてやっている。」という言い方を

しました。ただ、その人は言葉ではそう言っているけれども、私は、その生きづらさのあ

る方に「障害者」と言い、差別の言葉を使ってきた社会が、その方の、「自分はここでし

かプロフェッショナルとして生きていけない。ここでじゃないと人として見てもらえない

からプロフェッショナルでやっている。」という言葉をそのままうのみにして受け取って

はいけない、そういった社会であってはいけないと思っています。 

  なので、先ほど金尻からもあったように、相談者の中には、確かに、今はこれをプロフェ

ッショナルとしてやっている、仕事としてやっているという人はいますが、それを言わせ

てしまっている社会の問題性について、この検討会に参加されている方たちに知ってもら
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いたいという思いがあります。 

○古川委員 性的搾取抑止に向けた貴団体の基本理念についてお伺いします。性売買防止が将

来目標であると言われていたことからすると、性交、すなわち、売買春に限らず、性を商

品と見る価値観に抵抗し、買う行為を規制していくことが貴団体の理念であると拝察しま

すが、性交以外の性の売買を法がどのように扱っていくべきかについて、お考えがありま

したら伺えればと存じます。 

○金尻氏 「ぱっぷす」は被害者支援を行っている団体なので、被害者の声から、結局使える

制度がないよねということを集めた結果が、本日の御提案のような形になっています。相

談支援をしていて、たくさん、本当にもう１００件、２００件も話を伺っていると、何で

こうなっているんだろうとすごく絶望的になってしまい、やはり法律が足りていないとつ

い感じてしまうわけなんですが、「ぱっぷす」は、とにかく被害をなくしていきたいとい

う思いであって、どちらかというと、性交に伴う様々な人権侵害や社会的なコストをなぜ

か女性側が全て支払っている現状があることについておかしいと思っているというところ

があります。 

  どこまでいいのか、例えば、性交類似行為はいいのかとか、オーラルセックスはオーケー

なのかとか、いろいろ議論があって、もちろんそれぞれ人権侵害性はありますが、特に身

体への侵襲性が高いもの、つまり、妊娠をするリスクのある仕事は他にまずないわけです

し、性感染症に罹患する仕事も、医療関係などの正当性がある場合以外ではまずないので、

そういった観点で、性交と肛門性交というのがボーダーとして国としてのコンセンサスが

とれるところではないかなと私は考えております。ただ、だからといってそれ以外の行為

に被害がないかというと、もちろんオーラルセックスの被害も実際あります。とにかく性

交や肛門性交による被害が深刻であるという点をフォーカスしていただき、人格的な利益

の観点から、何とか救済される方法を考えていただければ有り難いと思っております。 

○星委員 今回、御依頼から非常に短い時間にもかかわらず、これだけの御準備を頂きました

ことに、感謝申し上げたいと思います。現在の法体系がおかしいだろうというところは私

なりにも理解しているところなのですが、本日のお話は、売る側が処罰の対象とされるこ

とで、本来は被害者である方が声を上げづらくなっているという現実もあるから、可能で

あればそこを逆転させて、買う側に対する規制についてもっと考えるべきではないかとい

うお話だったかと思います。確かにそのとおりだと思うのですが、買う側を処罰すること

になると、その処罰をいとわないような人たちだけがこの領域に入ってきて、確かに、外
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国人観光客など面白半分で入ってきているような人たちに対する抑止という面では効果が

あるのだろうと思いますが、むしろ問題を抱えている人たちの状況が地下に潜ってしまっ

て、例えば、皆様方の活動がしづらくなってしまうことはないのかという点について、も

し何かあればお聞かせいただければと思います。 

○金尻氏 地下化についてはヒアリング資料２３ページの「４－３－１」に書いていますが、

いわゆる地下化する懸念というのは、どの法律でも言えることであって、一つ言えること

は、地下化していないから、今深刻な被害が起きているということです。 

  実は私もセックスワーカーだった時期があって性の売買をしていた当事者でもあったんで

すが、その時期は、自分でマインドコントロールしながら自己正当化するという力が働く

わけなんです。そうすることで自分を保つこともできるし、ワーカーだから頑張らなけれ

ばと思って、地雷客といって本当にひどいことをする人たちにも耐えながら、これは仕事

だからと自分でマインドセットをしていけば、何とかやっていけるんですが、後でどっと

トラウマが来るんです。この考え方はトラウマの蓄積装置みたいなものなんですが。 

  御質問についてですが、地下化に関しては、実際、現在、売春防止法の対象外の分野、例

えば、「売り専」、「ニューハーフヘルス」、「ニューハーフ風俗」などといわれている、

いわゆる男娼の方とか、性同一性障害の方の風俗店では、深刻な被害があるんです。だか

ら、合法とは言わないけれども、非犯罪化されている分野だって深刻な問題があるんです。

だから、私たちとしては、尊厳の問題から変えていきたいと思うんですが、既にもうそう

いう状況は生じています。ただ、児童買春の問題で言うと、地下化して初めて可視化でき

るということもあります。 

  あと、売春も実際に地下化しています。なぜかというと違法なので。売る側は捕まります

よね。だから、地下化しているんですよ。買春者が捕まることで地下化が進むか、私は正

直よく分からないし、スウェーデンなどの他国の状況を見ると、地下化が進むということ

にはならず、需要の抑制の方に強く働いたということもあるので、抑制効果としてはすご

くあるのではないかなと考えております。 

○内田氏 買う側を犯罪化するとともに、様々な社会的背景を抱えているような売る側の方に

よる同意は真の同意・選択ではないと考えていますので、売る側を支援につなげていくと

いう、両輪で進めていくのが非常に重要なのではないかと思います。 

○Ａ氏 地下化するという点は、私も言われることがありますが、今が余りにも堂々とし過ぎ

ているという現状があります。私は、アウトリーチに行っている中で、「幾ら？」と聞い



 

-14- 

てくる人がいるんですが、それってどうなのと思います。また、買春行為が処罰されるこ

とによって、社会が買春を許さない、性的搾取を許さないというメッセージにもつながる

かなと思っています。 

○北川座長 ほかにはございますでしょうか。よろしいでしょうか。なければ、これで終了と

させていただきたく存じます。 

  金尻様、内田様、岡様、Ａ様、本日は大変貴重なお話を頂き、誠にありがとうございまし

た。お話しいただいた内容については、今後の検討において役立ててまいりたいと存じま

す。 

○北川座長 ２組目の方は、「ＳＷＡＳＨ」のげいまきまき様でございます。 

  座長を務めております北川です。本日は、御多用中のところ、ヒアリングに御協力いただ

き、誠にありがとうございます。これから、げいまきまき様から２０分程度お話を伺い、

その後、１５分程度、委員の方から質問があれば御回答いただきたいと存じます。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

○げいまきまき氏 はじめまして、こんにちは。げいまきまきと申します。今日は、本当に貴

重な機会を頂きまして、ありがとうございます。 

  今日は、日本におけるセックスワーカーの実態と必要な支援について、ほかの国の調査結

果などを踏まえて報告させていただきます。 

（スライド２枚目） 

  「ＳＷＡＳＨ」は、セックスワーカー当事者とサポーターで構成されています。 

（スライド３枚目） 

  セックスワーカーへの直接的な支援だけではなくて、行政ですとか、あと厚生労働省の科

学研究費での、特に、ＨＩＶの対策の研究班への協力を行ったりしています。調査したも

のを本にしたり、支援者向けの情報を著書にしたりもしています。 

（スライド４枚目） 

  本日の報告の概要としては、まず、セックスワーカーとはどういう人たちなのかを、私ど

もが実施した調査結果に基づいて説明いたします。次に、海外の先行事例として、買春処

罰などの犯罪化と非犯罪化を行った国、双方の調査結果の内容を取りまとめて御報告しま

す。また、このような法律の環境がセックスワーカーにどのように影響するのか、今後ど

のような支援が有効と考えられるのか、私たちの見解を述べさせていただきます。 

（スライド５枚目） 
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  まず、私たちが実施した国内のセックスワーカーの実態調査についてです。実は、２０年

以上、当事者の実態の把握が必要だと考え、取り組んできたんですけれども、国内では、

この分野の調査に公共的な予算が付くことは、ＨＩＶに関することに対して以外はほぼな

い状態です。ですので、なかなか大規模な調査が行われていない現状があり、今のところ

限界はありますが、私たちの実態調査も海外のセックスワーカーの実態調査とそれほど離

れたものではなく、それなりに実態を把握できていると考えています。セックスワーカー

の状況は、コロナ禍以降に大分変化がありました。現在、コロナ禍以降の調査を進めてい

るところですが、その調査結果は本日には間に合いませんでしたので、また後日、中間報

告なども送らせていただければと思います。 

（スライド６枚目） 

  最初に、路上や出会い系を使った個人売春を行う人たちの実態についてお話しいたします。

個人売春は、実態の把握がすごく難しいのですが、２０１０年から２０１３年にかけて３，

０００人にアンケートなどを行った調査があります。その調査結果としては、個人売春は

店舗型でのセックスワークよりも若年層が多いということが指摘できます。 

（スライド８枚目） 

  なぜ個人交渉をしているかといいますと、お店に属して働くことを望まない人が多いんで

す。それはなぜかといいますと、利点として、自身の都合で時間がより自由に使えるとい

うことがあります。あと、「店落ち」、つまりお店の取り分が嫌とか、サービスの内容に

ついての采配を自身でとりやすいといったことがあります。そうした自由度の高さから選

んでいる人が多いです。デメリットは、店舗に勤めるよりもリスクが高くなる、個人で全

てを交渉しなければならないというリスクが大きいです。後ほどすすきのでの実態調査報

告も紹介いたしますが、スライド７枚目の図を見ていただくと、平均月収が２０万から３

０万円が最も多いとなっており、決して一般的な平均収入に照らしても多額であるとはい

えない金額かと思います。それでもなぜ売春をするかというと、一般的な働き方とか福祉

では追いつかない環境がそれぞれの背景にはあるのではないかとも推測できます。また、

余り知られていないかもしれないですけれども、一般的なお仕事と兼業されている方も少

なくないです。 

（スライド９枚目） 

  次に、セックスワーカーの属性のお話をします。年齢や居住形態にはばらつきがあります。

決して若年層だけではなく、若年層と、中年世代、高年で、大体３分の１ずつぐらいにな
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るのではないかといわれています。 

（スライド１０枚目） 

  次に、働くきっかけについては、多分御想像にあるかと思いますが、「お金のため」とい

うのが一番多いです。「騙された」とか「断れなかった」という強要性があるようなもの

は、約１.６％という数字が出ています。 

（スライド１１枚目） 

  「お金のため」という理由に関しては、すすきのでの実態調査の結果によれば、生活のた

めとか貯金をしたいとかいうことがあったり、また、シングルマザーの方も少なくありま

せん。 

（スライド１２枚目） 

  シングルマザーのことについてお話しいたします。世界的に共通する傾向ですが、性風俗

のお仕事をする方にはシングルマザーの割合が多いです。なぜかというと、多くの場合、

性風俗店には、そこで働きますよと決まったその日に入れる寮が用意されていることが多

く、家具とかも付いていたりします。また、託児所が用意されていたり、提携している保

育園があったりして、子供の預け先が働き始めるその日からしっかり確保できるといった

環境があります。あと、時間帯も午後から働こうとか、子供が病気だとなったらその日す

ぐにお休みできるとか、そうした環境もあります。こういったことはなぜできているかと

いうと、お店側、経営側には、女性の参入の壁を低くするために福利厚生を充実させる傾

向があるからです。結果的にシングルマザーが働きやすいシステムが出来上がっていくん

です。 

  もちろんセックスワークと福祉は全く別物です。代替できるものではありません。ただ、

現状としてセーフティネットの役割になってしまっているということはあるんです。彼女

たちがなぜ福祉とつながらないのかについては、私たちが聞き取った範囲では、一般的な

会社でのお仕事とかや福祉では賄い切れない部分のお金を得るためにセックスワークを選

んでいます。例えば、生活保護の範囲内では難しいお子さんの塾などの教育費を充実させ

たい、一緒にいる時間を多く作りたい、そういった理由があります。 

（スライド１３枚目） 

  次に、セックスワークと尊厳についてです。セックスワーカーは仕事をどう捉えているか。

イメージとしては、自分の心も体も切り売りすることだと言われたり、体を売るという表

現がよくありますよね。でも、こういった認識が本当であれば、セックスワーカーたちは
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自分たちの仕事を奴隷であったり、悪徳企業の社員とか、ネガティブなものに捉えていて

もおかしくはないんですが、私たちの調査で浮かび上がってきたのは、ケアワーカー的な

側面を自覚している人が一番多いということです。性的サービスはもちろんあるんですが、

様々な心理的なサービスも提供しているという意識が多いです。 

（スライド１４枚目） 

  この調査では、今の仕事はほかの職業に例えると、どんな感じが一番近いですかとの質問

に対して、看護師さんですとか、福祉・介護の方のお仕事と似ていると答える方も多いで

すし、カウンセラーという答えも出ています。なので、お金によって自分の心身を好き勝

手に切り売りしているという意識は余りないということが見て取れました。ルールの下で、

自分自身の判断で可能な選択・サービス提供を行っているという認識を持っている方が多

いのではないかなということが推測できます。 

（スライド１７枚目） 

  私たちの取組の現場から見えてきたことは、このように柔軟な勤務とか休暇制度がほかの

お仕事でも可能になったら、もっと選択肢が広がるのになということや、自分だけなら別

に収入がそんなに多くなくてもいいんだけれども、お子さんや親御さんといった家族など

関係性の親密な方のお世話をしたいという心が選択理由になっています。そうした充実し

たサービスにアクセスしにくいという構造上の問題がある以上は、幾ら法で取り締まって

も、セックスワークを続ける人は一定数いるのが現実的な話だと思います。もちろんいろ

いろな人がいますので、私たちは、本人の希望を聞きながら取り組んでいて、本人が望む

場合には、例えば生活保護の申請に同行したり、相談を受けて弁護士さんに一緒に相談に

行くといったこともしています。 

（スライド１８枚目） 

  次に、ほかの国の取組を紹介いたします。今回は、犯罪化に関してはインドネシア、非犯

罪化に関してはニュージーランドを取り上げます。結論から申しますと、多くの調査では、

犯罪化は、犯罪化するときの意図に反して売春は減らないということが主張されているデ

ータが多いです。 

（スライド１９枚目） 

  まず、インドネシアです。なぜインドネシアを取り上げるかといいますと、この調査が、

犯罪化と性感染症感染率の変化を重点的に調査した結果だからです。この研究は、女性の

ワーカーと男性客に限定したものです。まず、犯罪化によって売春する女性は減ったのか
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ということですが、直後には確かにがくんと減ったんです。でも、５年経過を見ていくと

元に戻っています。ただ元に戻ったのではなく、セックスワークを取り巻く環境は非合法

なものになっているので、その間に、リスクが大変増えております。 

（スライド２０枚目） 

  次に、性感染症については、残念なことに、犯罪化以降５年間でセックスワーカーの感染

率は５８％の増加が見られました。犯罪化をすると、ＨＩＶなど性感染症が増加していく

というのは以前から推測されていたんですが、それが裏付けられる結果です。当然の話で

すが、性感染症は公衆衛生のことでもあるので、セックスワーカーと利用客だけではなく、

それ以外の層にも感染が広がっていっているという現実があります。 

  インドネシアのほか、先行の導入国での幾つかの調査報告でも、セックスワークとか買春

を犯罪化すると、暴力被害や性感染症の感染率が増加するという報告があるんですが、そ

の理由は、客足が遠退くと、収入が減るので、リスクがある要求でもお金のためにのまざ

るを得なくなるんです。どういったことがリスクが高いかといいますと、例えばコンドー

ムを使わない危険なサービスが増える、そして、スティグマが増えますので、ワーカーが

病院とか警察にも行きづらくなるという状況になります。 

（スライド２１枚目） 

  次に、フランスです。フランスの調査でも、３８％のワーカーが、買春処罰法の導入以前

に比べてコンドーム着用率が減ったと答えています。フランスの調査では、８８％のセッ

クスワーカーが買春処罰法には反対で、収入が減少したというのが７８％、暴力被害が増

えたというのが４２％、生活面の悪化が６３％です。生活面の悪化というのは、買春処罰

法の導入以降の環境が悪くなったことによってストレスが増えて、依存症になったりする

ケースがあります。もちろん犯罪化だけではなく、犯罪化は大体、福祉とか支援とセット

になっております。これは本当に大事なことなんです。でも、多くの国の場合、福祉は、

申請のハードルが高いとか、金額が不十分であるといった現実があって、十分に機能を果

たしているとはいい難い状況にあります。ですので、より稼げる環境をということで、セ

ックスワーカーは、よりリスクの高いほかの国への出稼ぎに行ったりするケースがありま

す。 

（スライド２３枚目） 

  私たちも２０２４年にフランスで視察を行い、ヒアリングなどの調査も行いました。セッ

クスワーカーは処罰されないといっても、買う利用者側が犯罪化され、法律にそうした側
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面があるということは、偏見が社会的に増えていくことになりますので、自分の困難な状

況を支援につなげたり、警察に行ったりというのがだんだんできなくなっていく、そして

どんどん追い詰められていくという現状を聞き取りました。 

（スライド２５枚目） 

  皆さんも耳にしたことがあると思いますが、コロナ禍以降、日本から海外への出稼ぎが増

加しているという報道が相次いであったかと思います。それは、収入が減ったワーカーが

海外に出て行っていることが推測されます。これについてはまだ国内でもはっきりとした

調査は行われていないんですが、先日、オーストラリアのセックスワーカー団体、政策提

言なども行っている「スカーレット・アライアンス」という当事者団体から連絡があり、

オーストラリアで入国を拒否された１５７人中８６人が日本国籍の若い女性である、一体

日本では何が起きているのかという質問がありました。この人たちの全員が出稼ぎである

とは裏付けられていません。ただ、一部そうした流れがあるのかなということは推測でき

ます。私たちは、この問題について、これから調査を検討しております。 

（スライド２６枚目） 

  性感染症予防について、私たちは国内でも力を入れて取り組んでおりますので、その懸念

についても少し説明させていただきます。コロナ禍の頃に「夜の街」という言葉が出まし

た。それで、性風俗は感染の温床のように思われて、スティグマが強化されていった結果、

利用客が一時的にがくんと減りました。その結果、収入が減って、無理な要求・リスクの

高い要求に答えざるを得ないという現状が報告され、そういった相談を当時たくさん受け

ました。これは、買春処罰法を導入した他国の調査結果と似たようなことが日本のコロナ

禍において既に起きていたということです。 

（スライド３２枚目） 

  非犯罪化するとセックスワーカーが増加するのではないかということがよく言われますが、

そういった調査結果は出ていません。ニュージーランドでは非犯罪化以降もセックスワー

カーは増加していないという結果が出ています。セックスワークは非常に向き不向きが大

きな職種ですので、犯罪ではないとなったからといって、誰もが、じゃ、やろうかなと思

えるものでもない。やはり性的な価値観というのもそれぞれありますし、それほど単純な

ことではありません。 

（スライド３３枚目） 

  非犯罪化するとコンドームの使用率が増加する、そうすると性感染症の感染率も減ってい
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きます。そして、いろいろな采配を自身で取りやすくなりますし、もし何か被害が起こっ

てもちゃんと社会に訴えやすくなります。警察にも言いやすくなりますし、裁判もしやす

くなります。 

  幾つかの調査では、非犯罪化すると、セックスワーカーの９０％以上が雇用、法律、健康

や安全に対しての権利が増加したと認識しています。また、同じく非犯罪化を導入したベ

ルギーでは、セックスワーカーが労働権を獲得したことで、年金、産休、困った利用客を

拒否する権利などを獲得し、搾取と闘うための労働者としての立場を強化できたという結

果が出ています。 

（スライド３６枚目） 

  時間が限られていますので、私からの報告は以上ですが、まだまだ本当に伝え足りないと

いうのが実感です。実態を知っていただきたいですし、スライド資料の最後に、引用文献

を載せていますので、こうしたものも見ていただければと思います。今回の検討の続く間

に、セックスワーカー当事者の権利擁護をしている団体のヒアリングも継続していただけ

たらと思っています。御清聴いただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いい

たします。 

○北川座長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様から御質問をお伺いしたいと思います。御質問のある方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

○大橋委員 本日は貴重なお話どうもありがとうございました。スライドの３枚目を拝見いた

しますと、セックスワークを続けたい人には安全に続けられるようにサポートをする、辞

めたい人に辞めるためのサポートをする、そして、店舗や路上でアウトリーチ活動してお

られると理解いたしました。 

  続けたいと思っている方はどういう課題を持っていることが多いのか、辞めたいと思われ

る人は何が理由なことが多いのかについて、お聞かせいただければと思います。 

○げいまきまき氏 辞めたい人の理由は様々ですが、どれにも共通することとしては、労働と

しての環境が整っていない職種だということがあります。完全歩合制ですし、何かあった

ときに労災が使えたりするわけでもない、そういったことから体力面とか気力面で難しい、

また、自分の仕事を他人や病院に言って相談することが難しかったりするので、どんどん

精神的にもしんどくなったり、そうしたいろいろな要因が複合的に重なって、しんどいと

お仕事もなかなかできなかったりするので、当然収入も減ってしまう、そういったことで
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辞めたいということがあります。 

  続けたい人からの相談としては、例えば、お店で働いている人が、最初に契約書みたいな

ものを渡されたんだけれども、小さい字がばあっと書いてあってきっちり読むことが難し

いような契約書で、お店を辞めたいと言ったり、ちょっと長めに休んだりすると、その契

約書を基に違約金を払えと言われたり、払わないと、初めに提出した住民票などの個人情

報を盾に脅されたりしたということがあります。あとは、利用者から盗撮されたけれども、

それがなかなか被害として受け取られなかったといったことを相談されることもあります。 

○大橋委員 路上で売春している人に特有の相談内容があれば、教えていただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○げいまきまき氏 実は、本当にお恥ずかしいことなんですけれども、路上で働いている人た

ちの実態を掴むことが一番難しいです。性感染症の郵送検査のキットを無料配布したり、

アウトリーチもしているんですけれども、警戒されるので、受け取ってもらえないです。

ですので、なかなか相談を聞くところまでできない。ただ、自分が路上で働いているとい

うことは言わずに相談されることはあるだろうなというのは推測しています。 

○入江委員 お話ありがとうございます。御主張をよりよく理解したいという趣旨でお聞きし

ます。資料を拝見しますと、売春についても買春についても犯罪としないという御主張だ

と思われるのですが、いわゆる風紀的な観点からの取締り、すなわち、路上での勧誘や、

今問題になっている外国人観光客の問題に対する風紀的な観点からの取締りも一切すべき

ではないというお立場でしょうか。あるいは、そういう観点からの取締りはあり得るとい

うお立場の場合、どのような規制の仕方が望ましいとお考えでしょうか。 

○げいまきまき氏 私たちは、何の線も引きたくないという考えではなくて、もちろん路上で

の勧誘などの問題もあると思います。本当に素人考えで恐縮なんですが、例えば、景観条

例のようなもので、路上で立っていることに対してアプローチできることはないのかなと

思います。 

  また、大阪にもある、新宿の大久保公園のようなところでも、例えば、警察が取り締まっ

たりすると立ちんぼをしている人は一時的にいなくなるんです。そうなると見えなくなっ

てしまうので、私たちがお知らせとかを持っていったりしても受け取ってもらえないこと

がほとんどで、こういうのがあるよと渡しに行きたくても、どこに行ったらいいか分から

なくなるということがあります。ですので、これは難しいと思うんですが、寄り合いに使

えるコミュニティスペースとかがあったりしてもいいのかなと思います。路上にいること
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以外にも選択肢ができるようなものがあったらいいのかなと思ったりもします。ただ、こ

の辺のことについては私たちもまだまだ見識が足りないと思いますので、専門の方々の御

意見を頂いたり、どういった事例があるのかということを知りたいなと思います。 

○佐藤委員 本日は、お話を聞かせていただきまして、誠にありがとうございました。インド

ネシアやフランスといった買春の方の処罰をしている例の中で、不可視化されることのリ

スクがあること、偏見が深まるという弊害があることを話されていたかと思うのですが、

そこでいう不可視化されることのリスクの具体的な内容と、それから、フランス型だと売

春者は被害者であるという視点になるかと思うのですが、そこでいう偏見とはどういう種

類の偏見なのかについて、お話を聞かせていただければと思います。 

○げいまきまき氏 まず、不可視化されることでのリスクというのは、例えばフランスの場合

だと、以前は、路上で交渉を待っているケースが多く、路上で待っていると、人の目があ

ります。人の目があると、無意識に、ちょっとまずいことはできないなという抑止力につ

ながる面がありました。また、路上で等間隔で並んで待っていると、時には、あのお客さ

んちょっとやばいなとか、あの人危なかったという情報交換もできる横のつながりがあっ

たりするんです。しかし、買春処罰になると、お客さんを捕まらせることが自分の収入が

下がることになるので、お客さんと交渉しているところを見られてはまずいということで、

例えば森の奥とか、車で人の余りいない港に行って交渉をする。また、ホテルも貸すこと

ができなくなったので、車の中などでサービスを行うことになり、見えないところでどん

どんリスクが増えていくということが起こっています。 

  偏見というのは、男性利用客への偏見というよりも、私たちが聞いたのは、セックスワー

カー自身への偏見です。幾らセックスワーカー自身は処罰されないと言われても、利用す

る人が処罰されるというのは、悪いことをしているのではないかという社会的な価値観に

つながりやすくなります。その中で、ＨＩＶの陽性者のセックスワーカーが病院につなが

ることは難しく、お金も減って、だんだん気力も衰えてしまって、病院に行くことが難し

くなり、治療につながらなくなったと聞きました。もともと偏見の多い分野ではあります

が、それがより深刻になったと聞きました。 

○星委員 本日は、いろいろと貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございまし

た。非犯罪化と、禁止の対象にしているということは一緒なのか、違うのかということを

お伺いしたいと思います。売春防止法も、売春自体を禁止はしているわけですが、処罰に

関しては、売春を直接処罰するのではなくて、その勧誘行為やあっせん管理といった周辺
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的なところだけを処罰していますが、本日御報告を頂いた非犯罪化というのは、どの部分

の非犯罪化という理解でしょうか。 

○げいまきまき氏 ニュージーランドとかの非犯罪化というのは、売春行為も取り締まられな

いし、それを取り巻く行為も、それ自体では取り締まられない。ただ、そこに犯罪が起こ

ったときは取締りがあるという感じです。ざっくり言うと、ほかの仕事と同じように、仕

事自体が犯罪になることはなく、利用自体が犯罪になることもなく、暴力とかお金を取ら

れるといった問題があったときにそれが犯罪になるという感じです。 

○星委員 ちょっと場面が違うかもしれませんが、マルチ商法も、マルチ商法自体は禁止され

ていないけれども、マルチ商法に伴う詐欺行為といった不適切な行為があればそこは処罰

するということになっており、そういった形が望ましいというイメージでよろしいですか。 

○げいまきまき氏 はい、多分そうだと思います。共通しているものがあるかもしれません。 

○星委員 分かりました。スライドの１７枚目の一番下のところに、「搾取やグルーミングの

ような洗脳状態でセックスワークを強制されている人に対して福祉は必須である。」と書

かれていますが、これとの関連で、お考えとしては、グルーミングという行為自体は独立

したものとして法的な対応の対象にすべきだと理解してよろしいでしょうか。 

○げいまきまき氏 そうですね。ただ、グルーミングというのもすごく難しいですよね、他人

がどう介入するかがとても難しい話だと思います。アディクションの問題とも似ている、

共通することがあるのかなと思うんですが、他人からとか社会的に見たときにとても問題

の多い行動とか構造であるときでも、本人や親密な二者間での自覚がすごく難しいことと

かがありますよね。例えば、「彼氏に言われて援交してきた。そのお金を彼氏にあげてい

るよ。」ということを、すごく屈託なく報告されたりするときに、私たちはもちろん、ち

ょっと客観的に見て問題だなと思うんですが、それをずばっと「駄目だよ。」と言っても

本人になかなか届かないので、そういったときに必要なのは長期的な伴走型の支援とか、

相談しやすい支援体制、環境を作ることとかだと思います。私たちも、そうした問題があ

るときに一緒に協働して、例えば相談に乗って介入するなど、解決、改善に当たって、そ

ういった環境づくりに協力できることがあったら本当に幸いだなと思っています。 

○櫻井委員 お話ありがとうございました。セックスワークを正当な労働として認めるべきだ

ということなのか、あるいは、例えば、国連の関連の報告書を見ても、犯罪化するとＡＩ

ＤＳなどが広がってしまうので非犯罪化すべきと書いてあるように私は理解したのですが、

そのように、犯罪として処罰をしてしまうとワーカーさんたちが危険になるために、非犯
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罪化すべきだということなのか、その二つのうちどちらの考えに近くていらっしゃるので

しょうか。 

○げいまきまき氏 私たちの団体は、後者です。どちらかといいますと、ハームリダクション

的な、害を減らすという視点を重要視しています。セックスワークを、すごく勧めたりと

か、いいよねみたいなことは全く思っていないです。問題は問題として、大きなものがあ

ると思っています、構造的にも。 

○北川座長 他にございませんでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、これで終了

とさせていただきます。 

  げいまきまき様、本日は、貴重なお話を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。

お話しいただいた内容につきましては、今後の検討に役立ててまいりたいと思います。 

  以上で、本日のヒアリングは終了となります。 

  次回の会議では、冒頭で申し上げたとおり、引き続き、売買春に係る規制に関する実情等

についてのヒアリングを行うことといたします。ヒアリングの対象者が決まりましたら、

委員の皆様方には事務当局を通じて御連絡させていただきます。また、次回会議の日程に

ついても、調整の上、なるべく早く確定させ、事務当局を通じて皆様にお知らせすること

としたいと存じます。 

  本日予定していた議事につきましては、これで終了いたしました。 

  本日の会議の議事につきましては、前回会議で確認したとおり、原則的な方針としては、

発言者名を明らかにした議事録を作成するとともに、説明資料等についても公表すること

とさせていただきたいと思います。もっとも、「ＮＰＯぱっぷす」様の資料のうち、プラ

イバシーに関わる部分については非公表としてもらいたい旨の御要望がございました。ま

た、それ以外の部分につきましても、御発言や資料の内容を改めて確認し、ヒアリング出

席者の御意向も伺った上で、プライバシー保護等の観点から非公表とすべき御発言等があ

る場合には、該当部分を非公表としたいと考えております。それらの具体的な範囲や議事

録上での記載方法等については、御発言者との調整もありますので、座長である私に御一

任いただけますでしょうか。 

             （一同異議なし） 

○北川座長 それでは、そのようにさせていただきます。 

  本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

－了－ 


